
2025年の年頭にあたり、ご挨拶申し上げます。

会員の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと、お慶び申し上げます。

旧年中は、当協会事業の推進に格別の御理解、御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年は元日に能登地方を震源とする能登半島地震が発生し、新年の始まりから多くの不安をも

たらしました。さらに8月には日向灘を震源とする地震が発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報「巨

大地震注意」が発令されました。この発令は1週間継続され、震度6弱以上の揺れが想定される大阪府に

おいても、府民の防災意識が高まり、水や備蓄食料の重要性、高齢者や乳幼児を含め多くの方が集団生

活を余儀なくされます避難所での感染症や食中毒予防への関心も一層高まる年でありました。

一方で、「大阪・関西万博」の開催を目前に控える中、当協会では食品関係事業者や従事者が自主的に

施設や食品の衛生管理を行えるよう食品営業施設の自主衛生管理推進のための各種事業を展開してまい

りました。さらに農林水産省他主催の「ワクワクEXPOwith第19回食育推進全国大会」では、大阪府健

康医療部生活衛生室食の安全推進課との共同ブースでの出展を行い、より一層の食品衛生思想の普及啓

発活動に力を入れた年でもありました。今年4月からいよいよ夢洲にて「大阪・関西万博」が開催されま

す。国内外から多くの方々が大阪へ来訪されることが予想され、大阪が盛り上がることを心より期待し

たいと思います。

今年も当協会といたしましては、行政機関や全国の食品衛生協会との連携を密に取り、正確な情報を

速やかに提供することで、大阪府民の皆様により一層の安全で安心できる食生活ができるように努めた

いと考えております。

最後になりましたが、皆様の益々のご発展とご健勝をお祈りいたしまして、新年の挨拶とさせていた

だきます。 
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大阪府知事　吉 村  洋 文
新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、良き新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。
また、日頃から、食品関係事業者への自主衛生管理の推進や消費者への食品衛生の知識向上の

ための普及啓発などにご尽力いただいておりますことに深く感謝申し上げます。
いよいよこの４月、大阪・関西万博が開幕します。２０１８年の開催決定以降、大阪府・大阪市一体で、国や博覧会協会、

経済界などと連携し、この国家プロジェクトの準備に全力を尽くしてきました。本年は、その集大成となる「万博イヤー」
です。

万博では、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界が抱える様々な課題に対して、革新的な技術やアイデ
アなど、人類の叡智を結集し、解決への針路を示していく。そして、その成果を活かし、万博後も持続的に成長・発展し、
世界に伍する大阪をつくり上げていく。これこそが、誘致段階から万博に携わってきた私の思いです。

国内外から来阪される皆様を、安全・安心に、そして大阪ならではのおもてなしでお迎えします。あわせて、一人で
も多くの方に大阪を知ってもらい、その魅力を感じてもらえるよう、関係者一丸となり、会場内外で万博との相乗効果
を高めていきます。

人々の心に残り、明るい未来を切り拓く万博を実現し、全ての関係者の思いを一つに「万博イヤー」を駆け抜けます。
そして、万博を機に芽吹いた革新的な技術の社会実装・産業化に向けた取組を加速させます。あわせて、ディープテッ
ク分野を中心としたスタートアップ支援や、「国際金融都市OSAKA」の実現に向けた施策を推進します。大阪を持続的
に成長・発展させ、平時の日本の成長と非常時の首都機能のバックアップを担う「副首都・大阪」への確かな歩みを進め
ていきます。

本年も、皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げますとともに、皆様にとって良
い年となりますようにお祈りいたします。

大阪市長　横 山  英 幸
新年を迎え、謹んで年頭の御挨拶を申しあげます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様方には、健やかに新春をお迎えのことと、心からお喜び

申しあげます。
平素は、市政の各般にわたり格別の御理解、御協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
公益社団法人大阪食品衛生協会におかれましては、食の安全確保に向けた取り組みとして、食

中毒予防に関する普及啓発、食品関係事業者の自主衛生管理の推進などに御尽力いただいておりますことは公衆衛生の
向上に寄与するものであり、津田会長をはじめ関係の皆様方の御熱意とたゆまぬ御努力に深く敬意を表します。

食を取り巻く環境は、グローバル化の進展、消費者ニーズの多様化を背景に日々変化しており、安全安心な食品を提
供するためには、衛生管理がますます重要となっております。

皆様方におかれましては、HACCPに沿った衛生管理を着実に実施いただき、継続的な見直しと改善により、食品の安
全確保の推進、食品衛生の向上に御貢献くださいますよう期待申しあげます。

さて、本年4月には、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪・関西万博が開幕します。大阪市としましても、
地元自治体として大阪が世界に貢献する姿を示し、その強みや魅力等を全世界に発信するため、大阪ヘルスケアパビリ
オンの出展に向けた準備を進めております。

また、万博のインパクトを最大限に活かし、大阪の持続的な成長につながる取り組みを進め、誰もがいつまでも住み
続けたいと思う「にぎやかで活気あふれるまち大阪」の実現をめざしてまいりますので、皆様方の御理解と御協力を賜り
ますようお願い申しあげます。

年頭にあたりまして、公益社団法人大阪食品衛生協会の今後ますますの御発展と、皆様方の御健勝、御活躍をお祈り
申しあげまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶
各自治体のみなさまよりご挨拶を頂戴しました
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堺市長　永 藤  英 機
あけましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、幸多き新春をお迎えのこととお慶び申し上

げます。
また、日頃から市民や事業者の皆様への食中毒予防啓発活動や食品衛生指導員事業など食品衛生の向

上にご尽力いただいていますことに敬意を表します。
堺市では、市政運営の大方針である「堺市基本計画2025」において重点戦略に「人生100年時代の健康・

福祉」を掲げています。適切な食生活や適度な運動などバランスの取れた健やかな生活習慣を形成し、生活習慣病の発症・重症
化予防を進めることにより「健康で長生きできる都市の実現」を図ります。

本年4月には、世界の注目が大阪に集まる「2025年大阪・関西万博」が開幕します。この好機に、類いまれな歴史や文化、産
業をはじめとする堺の魅力を発信することで、都市ブランド力の向上や地域活性化、次の時代を担う子どもたちの将来の可能性
を伸ばすなど堺の成長・発展に繋げます。

国内外から多くの方々の来訪が期待される中、食の安全・安心の確保も重要です。本市では「堺市食品衛生監視指導計画」に
基づき、違反食品の流通や食中毒等の事故を未然に防ぎ食品衛生水準を確保するため、国や大阪府等の関係機関と連携し、食品
関係事業者への監視指導に取り組んでいます。また市民の皆様には、広報紙やSNS等を活用して食の安全に関する情報を効果
的に発信しています。

貴協会には、引き続き事業者等の食品衛生意識の醸成や自主衛生管理の推進に尽力され、市民の皆様の健康増進にご貢献いた
だけることを期待しています。そして、「歴史」のまち堺から「未来」を創る本市の挑戦に今後もお力添えをいただけますと幸い
です。

結びにあたり、貴協会の益々のご発展と、本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますことを祈念申し上げ、年頭のご
挨拶といたします。 

豊中市長　長 内  繁 樹
新年明けましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、良き新春をお迎えのことと心からお慶び申

しあげます。
平素は、食品衛生行政の推進に格別のお力添えを賜り、食品衛生指導員事業、食中毒予防啓発活動な

どを通し、市民の食の安全と安心に多大なご貢献をいただいておりますことに心から御礼申しあげます。
昨年は、元日に能登半島地震が発生し、多くの方が被災されました。本市においても発災当日から被

災地へ職員派遣を行い、支援活動を行ってまいりましたが、被災地では9月にも豪雨による被害がありました。復旧・復興につ
いては未だ途上にあることと思いますが、一日も早い復興を願っております。

食品衛生の面では、昨年、紅麹配合食品による食中毒が発生し、大きなニュースとなりました。この問題をきっかけに、いわ
ゆる健康食品に対する制度が見直され、規制の強化が図られました。本市においても関連施設に対して監視指導の強化を図り、
安全な食品の流通が確保されるよう取り組んでまいりました。

また、本年4月には大阪・関西万博が開幕されることから、大阪の出入口となる大阪国際空港がある本市においては、空港を
中心に来阪者の増加が見込まれます。万博開催期間中に食品による事故が起こらないよう、空港や周辺の食品関連施設への監視
指導強化や、消費者への啓発等を行いながら、食の安全安心を確保できるよう取組みを進めてまいります。

今後とも、誰もが健康で、いきいきと暮らせるまちの実現に向け、様々な取組みを進めてまいりますので、皆様におかれまし
ては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

結びに、公益社団法人大阪食品衛生協会の益々のご発展と併せまして、新しい年が皆様にとりまして実りある一年となります
よう、心からお祈り申しあげます。

吹田市長　後 藤  圭 二
新年明けましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心からお喜

び申し上げます。また、平素より食品衛生指導員事業、食中毒予防啓発活動などを通し、食品衛生の向
上にご尽力いただいておりますことに深く敬意を表しますとともに、厚くお礼申し上げます。

昨年は、元日に能登半島地震が発生し、奥能登地方を中心に甚大な被害が発生しました。本市は、発
災直後から輪島市へ災害マネジメントの専門職員を派遣するなど、継続して被災地の復旧対応を支援し
ています。また、本市においては「吹田市総合防災センター（DRC Suita）」の開設や他自治体との連携を強化するなど、できる
かぎり市民の皆様の命をお守りできるまちづくりに努めているところです。

さて、今年は大阪・関西万博が開催される中、1970年大阪万博の開催地である本市にも多くの方が訪れることと存じます。昨
年以上に、万博記念公園をはじめとする市内各所において食に関するイベントが多数開催されることが予想されます。多くの方
が集まる「食」の場において、食中毒の予防などの食品衛生に関する取組は非常に重要です。

本市におきましても、食中毒等の発生や不良食品の流通がないよう、食品等事業者への監視指導を引き続き行っていくととも
に、市民の皆様へは広報誌等を活用して食の安全にかかる情報を積極的に発信し、食品衛生のさらなる向上に努めてまいります
ので、今後ともお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

結びに、公益社団法人大阪食品衛生協会の今後ますますのご発展と、会員の皆様のご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げ、
新年の挨拶とさせていただきます。 
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高槻市長　濱 田  剛 史
新年、明けましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。また、平素より本市の食品衛生行政をはじめ、市政各般にわたり格段のご理解ご協力を
賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、昨年、日本将棋連盟の関西将棋会館が、JR高槻駅きた西口（愛称：将棋会館口）からすぐの所
に移転オープンいたしました。

本市はこれを契機として、将棋文化の振興に取り組むとともに、街のにぎわい創出など、更なる成
長につなげてまいります。

さらに、かつて高槻城があった高槻城公園一帯を、城下町の風情を感じられる新たなシンボルエリアとして整備を進めており、
令和5年3月には、高槻城二の丸跡地に新たな文化芸術の拠点として、高槻城公園芸術文化劇場をオープンし、連日来場者で賑
わいを見せています。

現在は、令和8年度末の一次オープンに向け取り組んでおり、今後、かつての高槻城三の丸の情景を再現するとともに、カフェ・
レストランなどの整備を進める予定です。

また、国史跡に指定されている弥生時代の大集落跡を整備した、広大な緑のセントラルパークである安満遺跡公園では、魅
力的なイベントが多数開催されているほか、市内各地で多くの魅力あふれる行事が開催され、市内外からたくさんの方にお越
しいただいています。

本市としましては、多くの皆様に高槻の様々な魅力に触れていただくとともに、安心して「食」を楽しんでいただけるよう、
また、市民の皆様が健康でいきいきと暮らすことができるよう、食中毒等の防止に向けた食品等事業者への監視指導や市民へ
の啓発活動を行い、食品衛生の更なる向上に努めてまいりますので、引き続き、食の安全・安心の確保にお力添えをいただき
ますようお願い申し上げます。

結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様方のご活躍を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

枚方市長　伏 見  　 隆
新年あけましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、健やかに佳き新春をお迎えのことと心よ

りお慶び申し上げます。
津田会長をはじめ貴協会の皆様におかれましては、日頃より食品衛生向上の取り組みを積極的に推

進され、市民や事業者への普及啓発活動等にご尽力をいただいておりますことに、深く敬意と感謝の
意を表します。

さて、昨年は能登半島で1月1日に地震が、9月21日には豪雨が発生し、多くの方々の尊い命が失わ
れるなど甚大な被害をもたらしました。本市では、地震発生後に被害を受けた石川県に、保健師、食品衛生監視員等の職員を
派遣し、地域の災害医療体制の調整や避難所巡回等を行ってまいりました。今なお復旧作業の続く被災地の一日も早い復興を
お祈り申し上げます。

保健所は公衆衛生の向上及び増進を目的とし、災害、食中毒・感染症対策等の健康危機管理拠点として地域の保健医療の調
整を担い、有機的に機能させる役割があります。本市では昨年3月には、「枚方市保健所健康危機対処計画（感染症編）」を策定
いたしました。災害やパンデミック等の健康危機に備え、さらなる機能の強化を図ってまいります。

また、本年4月には大阪・関西万博2025が開催され、国内外から多くの訪問客が訪れます。食品衛生上の危害発生を防止し、
来場者等の健康を保持するため、本市としましても食品衛生対策事業として、会場内で提供される可能性のある食品の製造施
設等に対する監視指導並びに検査、食品衛生に関する知識の普及啓発、自主衛生管理の推進等に取り組んでまいります。

皆様には引き続き、本市の保健衛生行政の推進にご支援とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
結びに、公益社団法人大阪食品衛生協会の今後益々のご発展と、会員の皆様のご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げ、新

年の挨拶とさせていただきます。

八尾市長　大 松  桂 右
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様におかれましては、輝かしい新年を健やかにお迎えのことと

心からお慶び申し上げます。
平素は、本市政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
貴協会におかれましては、日頃から食品関係事業者の自主衛生管理の推進や食中毒予防啓発事業な

ど、食の安全安心の確保の取り組みにご尽力をいただき、心から感謝と敬意を表します。
昨年は、能登半島地震や全国を見舞った豪雨、南海トラフ地震臨時情報の発令や災害級の暑さによ

る熱中症など、命を脅かす事態が多発し、さらに長引く物価高が私たちの暮らしに大きな影響を及ぼ
した一年でありました。本市は、これらの諸課題に真正面から向き合い、市民最優先の姿勢で具体的な施策を積極的に展開し
てまいりました。

4月から大阪・関西万博が開催されます。世界161の国と地域が参加する万博会場で、本市は自治体として唯一、大阪ヘルス
ケアパビリオンへ出展し、別の会場では、保健所に設置した健康まちづくり科学センターが大阪大学と共同して特許を出願し
ている「健康寿命推定アプリ」を発表いたします。

万博の開催に向け、外食需要やインバウンドの増加が見込まれ、これまで以上に食品衛生の向上への取り組みが必要となっ
てきます。本市におきましては、食中毒等食品事故の発生や不良食品の流通を未然に防止できるよう、より一層監視指導を強
化してまいります。

引き続き、食の安全安心の確保をはじめ、様々な施策を展開することで、「すべての市民に光があたり、選ばれるまち、住み
続けたいまち八尾」を実現してまいります。貴協会並びに会員の皆様におかれましては、本市政にご理解・ご協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。

結びに、貴協会の今後益々のご発展並びに会員の皆様のご活躍を心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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寝屋川市長　広 瀬  慶 輔
新年明けましておめでとうございます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の皆様方におかれましては、令和7年の新春を健やかにお迎えのこと

と、心からお祝いとお慶びを申し上げます。
旧年中は当市市政の推進に格別の御支援、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
皆様方には、日頃から食品衛生の向上に向けた取組や食中毒予防啓発活動等に御尽力いただき、深

く敬意と感謝の意を表します。
さて、本年は、2025年日本国際博覧会の開催により、世界各国、全国各地から多くの方々が大阪に来られますことから、食

の安全・安心がより一層求められてまいります。
当市といたしましても、寝屋川市食品衛生監視指導計画に基づき、食中毒等の食品事故の未然防止や不良食品等の流通がな

いよう、より一層監視指導を強化し、食品衛生の更なる向上に努めているところであり、本年4月に寝屋川市学校給食センター
を設置いたします。引き続き、次世代を担う子どもたちに安全・安心で楽しい給食の時間を届けるため、運用してまいります。

今後も刻々と変化する社会情勢の中、寝屋川市が持つ強み、ポテンシャルと市民や社会が求めるニーズを正確に掴み、様々
な寝屋川水準の政策を立案・実施することにより、市民の皆様から「評価される市役所」、そして市内外の皆様から「選ばれる
まち」となるよう全力を傾注してまいります。

さらに当市では、全ての世代の市民の皆様方がより便利に御利用いただけるよう、市民サービスの提供を寝屋川市駅周辺に
集約する「ターミナル化構想」を進めております。三年前にオープンいたしました中央図書館に続き、本年5月7日には、寝屋
川市サービスゲートのオープンを予定しています。

結びになりましたが、公益社団法人大阪食品衛生協会の今後ますますの御発展と、本年が皆様方にとりまして、幸多き1年
となりますことを御祈念申し上げまして、私の新年の挨拶といたします。

東大阪市長　野 田  義 和
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
公益社団法人大阪食品衛生協会の会員の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心

からお慶び申し上げます。
また、平素より会長をはじめ役員並びに会員の皆様が一致団結され、食品衛生の推進、向上にご尽

力いただいておりますことに、深く敬意を表しますとともに厚くお礼申し上げます。
昨年は石川県能登地方を震源とする地震に始まり、4月には豊後水道、8月には日向灘を震源とする大きな地震が立て続けに

発生いたしました。その後、気象庁より南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表がされ、国民の防災意識はこれまでに
ない程高まったのではないかと思います。南海トラフ地震などの大災害はいつ起こってもおかしくありません。市民の皆様の
自助・共助による災害への備えに関する啓発をはじめ、公助としての災害時支援についても、関係各所と連携を強化してまい
ります。

さて、新型コロナウイルス感染症が5類感染症となり1年が経過しました。お祭りやイベント等も従来通り行われ賑わいを見
せる一方で、食中毒等の事件も増加傾向にあるように感じます。本年も、食中毒の発生や不良食品の流通等食品事故の発生を
未然に防止できるよう、より一層監視指導を徹底してまいります。

また、令和7年には大阪・関西万博が開催されます。多くの人・モノが大阪に集まるこの機会を活かし、国内外の人々に「感
動創造都市　東大阪」をアピールし、より多くの人に東大阪市を知ってもらい、魅力を感じてもらえるよう市政運営に取り組
んでまいりますので、本年も引き続き皆様方のお力添えをいただきますようお願いいたします。

結びに、貴協会の今後益々のご発展と、会員の皆様にとって本年が素晴らしい一年となりますよう心からご祈念申し上げま
して新年のご挨拶とさせていただきます。
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活動報告（令和6年度下期）
公益目的事業：食品衛生思想の普及啓発事業

本年度はポスター 38作品、標語657作品の応募がありました。専門家を含め厳正なる審査の結果、両部門あわせて下
記8作品が優秀作品として選出されました。たくさんのご応募をいただき誠にありがとうございました。

なお、作品は下記にて展示を行いました。
〇期間：令和6年11月26日（火）～ 12月8日（日）
　場所：阪急電鉄大阪梅田駅ギャラリーコーナー
　　　　（改札内2階連絡通路の神戸線ホーム下） 

ポスターの部（敬称略）

標語の部（敬称略）

手洗いで　増える笑顔と　減る細菌

よく加熱　菌も不安も　やっつける

消費者と 信頼つなぐ 食品表示

エコバッグ 菌の住処になってない？

大阪府知事賞　西村 純平

大阪市長賞　嶋田 和也

堺市長賞　冨永 輝夫

（公社）大阪食品衛生協会長賞　頓田　祥子

食の安全安心啓発ポスター・標語コンクール食の安全安心啓発ポスター・標語コンクール食の安全安心啓発ポスター・標語コンクール

大
阪
府
知
事
賞
　
江
浪
雛

大
阪
市
長
賞
　
金
沢
晴
花

堺
市
長
賞
　
渡
邊
巧
一

（
公
社
）
大
阪
食
品
衛
生
協
会
長
賞

岡
本
瑛
茉
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地域の保健所と正会員（支部）の皆さまが協力し、食中毒予防街頭キャンペーン等を開催されました。
富田林支部は11月2日に富田林市市民会館にてキャンペーンを実施されました。（写真無し）

正会員（支部）による食中毒予防啓発活動正会員（支部）による食中毒予防啓発活動正会員（支部）による食中毒予防啓発活動

旭支部
9月28日　旭区民祭り

住之江・住吉・西成支部
10月19日　西成区健康展

北支部
9月12日　大阪料理館ビル

茨木支部
9月19日　いばらきスカイパレット2階

中央卸売市場支部
8月6日　大阪府中央卸売市場　管理棟7階

藤井寺支部
9月4日　藤井寺市民会館別館中ホール

高槻支部
7月3日　JR高槻駅アクトアモーレ周辺

尾崎支部
7月17日　泉南市立くすのき幼稚園
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藤井寺支部
10月20日　羽曳野市立総合スポーツセンター はびきのコロセアム

城東支部
10月26日　城東商店街城東市場

東大阪市東・東大阪市西・東大阪市中支部
10月29日　近鉄瓢箪山駅南側せせらぎ広場

泉大津支部
11月4日　泉大津駅前（山側）

松原支部
11月9日　松原中央公園

堺支部
11月10日　第25回南区ふれあいまつり

寝屋川支部
11月11日　京阪寝屋川市駅前

八尾支部
11月11日　近鉄八尾駅前
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岸和田支部
11月12日　そよら東岸和田前

柏原支部
11月13日　近鉄国分駅東口

泉佐野・関西国際空港支部
11月13日　南海泉佐野駅

阿倍野・東住吉・平野支部
11月20日　駒川商店街

狭山支部
11月23日　大阪狭山市立野球場

住之江・住吉・西成支部
11月21日　粉浜商店街

港・西淀川・大正・福島・西・此花支部
11月29日　イオン野田阪神ウイステ

生野支部
12月4日　桃谷駅周辺・桃谷中央商店街
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ノロウイルス食中毒予防強化期間事業ノロウイルス食中毒予防強化期間事業ノロウイルス食中毒予防強化期間事業

ノロウイルスによる食中毒は年間を通して発生しますが、細菌性食中毒
とは異なり冬期にも多く発生します。

大阪府民を対象としノロウイルスによる食中毒を予防していただくため、
最新の事例や対策方法についての情報提供を行いました。

■と　き：令和6年10月29日（火）
■ところ：大阪ガスハグミュージアム
■受講者：87名
■内　容：
　「ノロウイルスの特徴と傾向について」
　講師：地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所微生物部ウイルス課
　主任研究員 白井 達哉 氏

HACCPに沿った衛生管理及び営業許可制度に関する講習会HACCPに沿った衛生管理及び営業許可制度に関する講習会HACCPに沿った衛生管理及び営業許可制度に関する講習会

（公社）日本食品衛生協会主催、（公社）大阪食品衛生協会共催にて、HACCPに沿った衛生管理の取り組みや営業許可
制度と新設許可業種での施設基準の運用についての講習会を開催いたしました。

■と　き：令和6年10月29日（火）
■ところ：大阪ガスハグミュージアム
■受講者：106名
■内　容：
　「HACCPに沿った衛生管理と普及への取組みについて」
　講師：堺市健康福祉局保健所食品衛生課 副主査 中谷 敬子 氏
　「大阪版食の安全安心認証制度について」
　「営業許可制度と取組みについて」
　講師：大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ 総括主査 谷本 幸司 氏
　「HACCPの実施状況・導入効果等の調査結果について」
　講師：（公社）日本食品衛生協会 公益事業部長 鶴身 和彦 氏 

講習会動画
（2025年3月末まで掲載予定）
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普及啓発グッズのご紹介普及啓発グッズのご紹介普及啓発グッズのご紹介

本年度は、ポケットティッシュとA4オリジナルバックを配布いたしました。

食品衛生指導員全国研修会食品衛生指導員全国研修会食品衛生指導員全国研修会

本研修会は、（公社）日本食品衛生協会が食協活動の中核である食品衛生指導員の活性化を図り、次世代リーダーたる
食品衛生指導員の育成を図ることを目的として、実施しています。

当日は（公社）大阪食品衛生協会の副会長兼食品衛生指導員部会長の金銅俊二氏の挨拶に始まり、受講者は熱心に講師
の話に耳を傾けられました。また大阪からは、亀井清美様（北支部）と石田晶様（中央支部）の2名の食品衛生指導員の方
にご参加いただきました。

■と　き：令和6年9月10日（火）・11日（水）
■ところ：大阪ガーデンパレス

正会員（支部）による食品営業施設見学研修会正会員（支部）による食品営業施設見学研修会正会員（支部）による食品営業施設見学研修会

正会員（支部）の皆さまが食品衛生に係る知識を習得し自主衛生管理を推進するため、施設見学会を開催されました。
高槻支部は10月10日に丸大食品株式会社を訪れました。（写真なし）
岸和田・貝塚支部は11月25日にたこせんべいの里を訪れました。（写真なし）

公益目的事業:食品営業施設の自主衛生管理推進事業

守口・門真支部
11月22日　黄桜伏水蔵

松原支部
10月22日　神戸酒心館、わくわくファクトリーグリコピア神戸

藤井寺支部
11月7日　カネテツデリカフーズ

泉佐野支部
10月21日　イゲタ醤油　井上本店
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ふぐ処理試験予備講習会ふぐ処理試験予備講習会ふぐ処理試験予備講習会

ふぐ処理者の知識および技術の平準化を図ることを目的とし、従来の講習
会制から試験制にかわり3年目を迎える本年、たくさんの受講者が1日（5時間）
の講義に熱心に取り組まれました。

■と　き：令和6年8月29日（木）
■ところ：大阪薬業クラブ
■受講者：58名

収益事業：試験予備講習会事業

令和6年度日本食品衛生協会令和6年度日本食品衛生協会令和6年度日本食品衛生協会
近畿ブロック連絡協議会　事務担当者会議近畿ブロック連絡協議会　事務担当者会議近畿ブロック連絡協議会　事務担当者会議

■と　き：令和6年9月13日（金）
■ところ： 京都経済センター（京都市）

令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック
連絡協議会　食品衛生指導員部会長会議連絡協議会　食品衛生指導員部会長会議連絡協議会　食品衛生指導員部会長会議

■と　き：令和6年10月9日（水）
■ところ：ホテルグランヴィア京都（京都市）

令和6年度全国支部長会議ならびに令和6年度全国支部長会議ならびに令和6年度全国支部長会議ならびに
食品衛生指導員全国大会食品衛生指導員全国大会食品衛生指導員全国大会

■と　き：令和6年10月23日（水）
■ところ：食品衛生センター（東京都）
　　　　　浅草公会堂（東京都）

令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック令和6年度日本食品衛生協会近畿ブロック
連絡協議会　食品衛生協会会長会議連絡協議会　食品衛生協会会長会議連絡協議会　食品衛生協会会長会議

■と　き：令和6年11月21日（木）
■ところ：かやぶきの里きぐすりや（京都府）

その他：会議関連

食品衛生フォーラム食品衛生フォーラム食品衛生フォーラム

大阪府と共同開催にて、食品に関するリスクコミュニケーションを開催いたします。
詳細につきましては、近日中に弊会ホームページにてご案内いたしますので、ぜひご参加ください。

■と　き：令和7年3月10日（月）
■ところ：ホテル京阪京橋グランデ
■内　容：災害と食品衛生（仮）

公益目的事業：食品衛生思想の普及啓発事業

今後の活動予定

（ふぐ鑑別学習用VR）
ふぐをVRでご覧いただけます。学習補助にぜひお役立てください！

ハリセンボン シロサバフグシマフグ

協会ホームページ
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施設見学研修会（公益目的事業と相互扶助等事業の合同事業）施設見学研修会（公益目的事業と相互扶助等事業の合同事業）施設見学研修会（公益目的事業と相互扶助等事業の合同事業）

食品関係事業者等の自主衛生管理の推進及び消費者の食品衛生意識の向
上を目的として、高度な食品衛生手法であるFSSC（食品安全システム認証）
22000を取得している食品工場を見学予定です。

■と　き：令和7年2月18日（火）
■ところ：ハグルマ株式会社桃山工場
　　　　　（和歌山県紀の川市桃山町調月1758-8）

令和6年度第2回理事会令和6年度第2回理事会令和6年度第2回理事会

■と　き：令和7年3月19日（水）（予定）
■ところ：大阪薬業クラブ

支部長会議支部長会議支部長会議

■と　き：令和7年3月26日（水）（予定）
■ところ：大阪薬業クラブ

令和7年度第1回理事会令和7年度第1回理事会令和7年度第1回理事会

■と　き：令和7年5月8日（木）（予定）
■ところ：大阪薬業クラブ

令和7年度通常総会令和7年度通常総会令和7年度通常総会

■と　き：令和7年5月27日（火）（予定）
■ところ：シェラトン都ホテル大阪

会議関連

各 表 彰 受 賞 者 の ご 紹 介

藍綬褒章（秋の叙勲）
荻原 奨（大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合 理事長）

梶原 知幸（和泉支部）
福田 敞（旭支部）

西本 稔（東淀川支部）
前田 一男（住之江支部）

当協会会員のご受賞者をご紹介します（敬称略）

令和6年叙勲褒章令和6年叙勲褒章令和6年叙勲褒章

厚生労働省健康・生活衛生局長表彰厚生労働省健康・生活衛生局長表彰厚生労働省健康・生活衛生局長表彰

大阪食品衛生協会「大阪食協 NEWS 第 106 号」

寸法：180×52mm 　色数：4C

180mm

52mm

2024.12.６

ゴキブリゴキブリ コバエコバエ ネズミネズミ

「食の安全安心」を守るため
有害生物の管理はイカリ消毒にお任せください

大阪中央営業所 〒577-0013　大阪府東大阪市長田中2-2-4
TEL. 06-4307-6874 / FAX. 06-4307-6872
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厚生労働大臣表彰並びに公益社団法人日本食品衛生協会会長表彰の式典が明治座にて盛大に開催されました。多年に
わたる食品衛生向上のための業績が顕著な皆様方や模範となる施設がご受賞の栄に浴されました。当協会関係者の受賞
者・受賞施設をご紹介いたします。ご受賞誠におめでとうございます。

厚生労働大臣表彰
（食品衛生優良施設の部）

株式会社Mizkan大阪工場（特別会員）
株式会社ニチレイフーズ関西第二工場（此花支部）
ホテル阪急インターナショナル6Fバンケショー（北支部）

（公社）日本食品衛生協会会長表彰
（食品衛生優良施設の部）

株式会社チーリン製菓（八尾支部）
株式会社河内駿河屋（東住吉支部）
株式会社C.C.S桜島第5冷凍庫（此花支部）
株式会社鳥鹿（中央支部）
エテルノテレサ浜寺元町（堺支部）

厚生労働大臣表彰
（食品衛生功労者の部）

福西 眞知子（東大阪市中支部）
宮本 いつ代（都島支部）
藤本 佳秀（都島支部）
赤松 雅幸（東淀川支部）
向井 祥三（住吉支部）
矢野 範雄（西成支部）

（公社）日本食品衛生協会会長表彰
（食品衛生功労者の部）

藤井 博（東大阪市東支部）
鷺岡 和徳（住之江支部）
西仲 健治（北支部）
樋口 暢一（都島支部）
森本 茂裕（西成支部）

令和6年度食品衛生全国大会令和6年度食品衛生全国大会令和6年度食品衛生全国大会

左） 金銅副会長
中央） 森本 茂裕様
右） 津田会長
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ノロウイルス食中毒にご注意くださいノロウイルス食中毒にご注意くださいノロウイルス食中毒にご注意ください

例年、冬場はノロウイルス食中毒の発生が多くなりま
す。ノロウイルスは手指や食品などを介して、口に入る
ことで感染し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。
感染力が極めて強く、少量のウイルスでも感染すること
が特徴です。

また、感染しても発症しない又は軽い症状ですむこと
もあるため、食品取扱者が自身の感染に気付かぬうちに
食品にウイルスを付け、これが食中毒の原因となること
があります。

◆調理従事者の健康管理◆
食品を取り扱う人は、家族も含めて下痢などの症状が

ないか、出勤時等に確認し、記録してください。下痢・
おう吐等の症状があるときや、回復後しばらくの間は糞
便中にウイルスが含まれるため、直接食品に触れる作業
は控えてください。

◆手洗い◆
ノロウイルスはアルコールの消毒効果が低いため、

しっかりと手指の洗浄を行うことが重要です。調理作業
の前、トイレの後、食品の盛り付け時には、流水・石け
んによる手洗いを2回以上繰り返してください。常に爪
を短く切って、指輪等をはずし、石けんを十分泡立てて
ください。流水で十分にすすぎ、ペーパータオル等で拭
いてください。食品を盛り付けるときや加熱工程のない
食品を取り扱うときは、使い捨て手袋を使用し、作業が
切り替わるときは必ず交換してください。

平常時から、店舗で感染者が発生した場合の体制作り
やおう吐物処理マニュアルの作成等にも取り組んでおき
ましょう。

食中毒予防トピックス食中毒予防トピックス食中毒予防トピックス

◎令和6年病因物質別発生状況（1月～ 11月）<全大阪>
件数 患者数

総数 46 633 

細菌

カンピロバクター･ジェジュニ／コリ 20 111 
ウエルシュ菌 3 146 
サルモネラ属菌 2 11 
ぶどう球菌 1 28 
その他の病原大腸菌 1 3 

ウイルス ノロウイルス 12 276 
寄生虫 アニサキス 2 2 
化学物質 4 55 
自然毒 植物性自然毒  1 1 

◎令和6年月別食中毒発生状況（全大阪）

「HACCP自主点検サイト」を「HACCP自主点検サイト」を「HACCP自主点検サイト」を
公開しました！公開しました！公開しました！

大阪府では、施設の衛生管理等の自主点検を手軽にで
きる「HACCP自主点検サイト」を公開しました。スマー
トフォンでも気軽に点検可能で、すぐに自主点検結果が
ダウンロードでき、改善すべきポイントを確認すること
ができます。
「大阪版食の安全安心認証制度」の認証基準に沿った点

検項目（70項目）になっているため、認証取得を検討さ
れている方にもご活用いただけます。施設の衛生管理等
の取組みが適切にできているか、日々の点検にご活用く
ださい。

HACCP自主点検サイト（大阪府ホームページ）
https://www.pref.osaka.lg.jp/
o100110/shokuhin/haccp/
haccp-selfcheck.html

大阪府からの情報提供

大 阪 食 協 N E W S （15）



2025年4月より飲食店の2025年4月より飲食店の2025年4月より飲食店の
たばこのルールが変わりますたばこのルールが変わりますたばこのルールが変わります
～みんなで守ろう！たばこのルール～～みんなで守ろう！たばこのルール～～みんなで守ろう！たばこのルール～

大阪府では、府民の健康を守るため、2018年7月の
「健康増進法」の改正を受け、法を上回る基準の「大阪府
受動喫煙防止条例」を2019年3月に制定し、望まない受
動喫煙を生じさせることのない環境づくりを進めていま
す。「大阪府受動喫煙防止条例」は2025年4月に全面施行
され、現状、喫煙をしながら飲食が可能な飲食店のうち、
客席面積30㎡超の飲食店は「原則屋内禁煙」とたばこの
ルールが変更となります。皆様も改めてルールをご確認
いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いしま
す。

〈受動喫煙防止のためのルール〉

▶ 飲食店を含む多くの人が集まる施設は原則屋内禁煙
 　飲食店内でたばこを吸う場合は、専用の喫煙室が必

要です。
 　ただし健康増進法の経過措置として『①2020年4月

1日時点で営業している』『②個人経営または中小企業
経営（資本金が5,000万円以下）』『③客席面積が100㎡
以下（2025年4月から条例で客席面積30㎡以下となり
ます）』をすべて満たす飲食店は専用の喫煙室を設け
なくても喫煙が可能となりますが、その際は、届出が
必要です。

※ 2025年4月からは、大阪府受動喫煙防止条例の全面施
行により、客席面積30㎡超の飲食店は「原則屋内禁煙」
となります。

▶ 従業員を雇用している飲食店は客席面積に関わらず原
則屋内禁煙（努力義務）

 　条例で従業員を雇用している場合は、原則屋内禁煙
に努めることと規定しています。

▶ 20歳未満の方は喫煙エリア立入禁止
 　20歳未満の方は、従業員や喫煙を目的としない場合

でも、喫煙エリアへの立ち入りは禁止です。

▶ 標識の掲示
 ・喫煙室を設置する場合、標識の掲示を義務付け
 　施設管理者に対して、喫煙禁止場所への灰皿などの

設置を禁止するとともに、喫煙室を設置する場合には、
施設の出入り口へ標識の掲示などが義務付けられてい
ます。

 ・店内を全面禁煙とする場合、標識の掲示は努力義務
 　店内を全面禁煙とする場合には、その旨が分かるよ

う施設の出入り口への標識掲示が条例で努力義務と
なっています。

【標識の例】

※標識はホームページから
　ダウンロードできます

https://www.pref.osaka.lg.jp/
kenkozukuri/judoukitsuen/
innsyokutenhyousiki.html

なお、大阪府では、客席面積が100㎡以下の飲食店（従
業員を雇用しない客席面積が30㎡以下の飲食店は除く）
が喫煙専用室を設置する場合や全面禁煙化に伴い壁紙の
張替や客席で用いるテーブルや椅子の買換え等を行う場
合にその費用の一部を補助する制度があります。補助制
度を活用される場合は3月までに事業を完了する必要があ
りますので、ご注意ください。（詳細は大阪府受動喫煙防
止対策補助制度に関するホームページをご覧ください。）

〈大阪府受動喫煙防止対策補助制度に関するホームページ〉

https://www.pref.osaka.lg.jp/
kenkozukuri/judoukitsuen/
judokituenhojokin.html

〈各種問い合わせ先〉

受動喫煙防止対策に関すること：大阪府受動喫煙防止対
策相談ダイヤル（06-6944-8224）
補助制度に関すること：大阪産業局（06-6266-1977）
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会員のご紹介
当協会に加入いただいている会員のみなさまをご紹介します（令和6年12月1日現在）

団 体 名 団 体 名 団 体 名

大阪食品衛生協会　豊中　支部 大阪食品衛生協会　狭山　支部 大阪食品衛生協会　天王寺　支部

大阪食品衛生協会　吹田　支部 大阪食品衛生協会　富田林　支部 大阪食品衛生協会　城東　支部

大阪食品衛生協会　茨木　支部 大阪食品衛生協会　和泉　支部 大阪食品衛生協会　港　支部

大阪食品衛生協会　高槻　支部 大阪食品衛生協会　泉大津　支部 大阪食品衛生協会　西淀川　支部

大阪食品衛生協会　枚方　支部 大阪食品衛生協会　岸和田　支部 大阪食品衛生協会　大正　支部

大阪食品衛生協会　寝屋川　支部 大阪食品衛生協会　貝塚　支部 大阪食品衛生協会　福島　支部

大阪食品衛生協会　守口　支部 大阪食品衛生協会　泉佐野　支部 大阪食品衛生協会　西　支部

大阪食品衛生協会　門真　支部 大阪食品衛生協会　尾崎　支部 大阪食品衛生協会　此花　支部

大阪食品衛生協会　八尾　支部 大阪食品衛生協会　関西国際空港　支部 大阪食品衛生協会　阿倍野　支部

大阪食品衛生協会　柏原　支部 大阪食品衛生協会　中央卸売市場　支部 大阪食品衛生協会　東住吉　支部

大阪食品衛生協会　東大阪市東　支部 大阪食品衛生協会　北　支部 大阪食品衛生協会　平野　支部

大阪食品衛生協会　東大阪市西　支部 大阪食品衛生協会　都島　支部 大阪食品衛生協会　住之江　支部

大阪食品衛生協会　東大阪市中　支部 大阪食品衛生協会　旭　支部 大阪食品衛生協会　住吉　支部

大阪食品衛生協会　堺　支部 大阪食品衛生協会　東淀川　支部 大阪食品衛生協会　西成　支部

大阪食品衛生協会　松原　支部 大阪食品衛生協会　中央　支部

大阪食品衛生協会　藤井寺　支部 大阪食品衛生協会　生野　支部

団 体 名 団 体 名

大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合 大阪府牛乳商業組合

大阪府飲食業生活衛生同業組合 一般社団法人 大阪府牛乳協会

大阪府料理業生活衛生同業組合 日本ハム・ソーセージ工業協同組合関西支部

大阪府中華料理業生活衛生同業組合 大阪市水産物商業協同組合

大阪府鮓商生活衛生同業組合 大阪市水産物卸協同組合

大阪府社交飲食業生活衛生同業組合 大阪市東部水産物卸協同組合

大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合 大阪府清涼飲料工業協同組合

大阪府食肉生活衛生同業組合 大阪府製餡研究会

大阪府食鳥肉販売業生活衛生同業組合 日本食品添加物協会大阪支部

大阪府氷雪販売業生活衛生同業組合 大阪府珍味協同組合

全大阪パン協同組合 一般社団法人大阪府調理師会

大阪府豆腐油揚商工組合 日本中国料理協会 大阪支部

大阪府洋菓子工業協同組合 大阪府漬物事業協同組合

大阪府菓子工業組合

正会員46支部（敬称略）正会員46支部（敬称略）正会員46支部（敬称略）

業種団体27団体（敬称略）業種団体27団体（敬称略）業種団体27団体（敬称略）
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団 体 名 団 体 名

赤田善株式会社

株式会社アサヒウェルネスフーズ

旭漬物味噌株式会社

アサヒビール株式会社 大阪統括支社

アース環境サービス株式会社　大阪支店

株式会社有研

株式会社アルス

株式会社アルボース 大阪支店

イオンリテール株式会社 近畿カンパニー

イカリ消毒株式会社

株式会社いかるが牛乳

株式会社イコル

泉佐野給食事業協同組合

株式会社イズム

一冨士フードサービス株式会社

株式会社イノベント

上野砂糖株式会社

株式会社ウエノフードテクノ

株式会社魚国総本社

株式会社エーワンベーカリー

江崎グリコ株式会社

株式会社エムアイティー

株式会社王将フードサービス

一般社団法人大阪外食産業協会

大阪食品色素株式会社

大阪府製麺商工業協同組合

大平産業株式会社

株式会社大村屋

奥野製薬工業株式会社

株式会社小倉屋山本

オリエンタル酵母工業株式会社 大阪工場

恩地食品株式会社

株式会社カネカ

カネカ食品株式会社 西日本支社

環境衛生薬品株式会社

関西エアポートリテールサービス株式会社

関西食品工業株式会社

株式会社関西東急ホテルズ 大阪東急REIホテル

キッコー製菓株式会社

キューピー株式会社 泉佐野工場

株式会社くらこん

株式会社くらし科学研究所

株式会社グラビアジャパン

株式会社神戸屋

昆田食品株式会社

サラヤ株式会社 近畿支店

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

株式会社サンデリカ 大阪事業所

サントリーホールディングス株式会社

三和生薬株式会社

株式会社サンワハム

敷島製パン株式会社 ウエストカンパニー 大阪豊中工場

株式会社繁田総本店

シュレッドサービス株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社大阪中央支社

株式会社新宿

株式会社Shinmei Delica

スケーター株式会社

鮨桝食品株式会社

株式会社静環検査センター 大阪支店

社会福祉法人成晃会

摂津ひかり病院

特別会員（団体：126　個人：31）特別会員（団体：126　個人：31）特別会員（団体：126　個人：31） ※個人会員の方は、お名前は記載しておりません。
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団 体 名 団 体 名

株式会社千寿庵

医療法人全心会

泉南乳業株式会社

ソントン食品工業株式会社 大阪工場

第一屋製パン株式会社 大阪空港工場

株式会社大近

株式会社大弘

大醤株式会社

株式会社太伸

株式会社ホームタウン　だいとうSAKURA保育園

大寅蒲鉾株式会社

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸大阪・心斎橋店

大巳水産株式会社

大和食品株式会社

韋侘美堂合同会社

タケダハム株式会社

株式会社ダスキン 品質保証リスク管理部

株式会社田中食品興業所

株式会社丹波屋

チョーヤ梅酒株式会社

株式会社テスティパル

東果大阪株式会社

株式会社鳥芳

鳴門屋製パン株式会社

株式会社ニチレイフーズ 関西工場

株式会社ニッキーフーズ

日清食品株式会社

日世株式会社

株式会社日本トリム　

日本ハム株式会社　品質保証部

日本ルナ株式会社

株式会社ネージュ

ハウスあいファクトリー株式会社

ハウス食品株式会社 

医療法人柏友会

橋本食糧工業株式会社

浜田食品工業株式会社

日野薬品株式会社

株式会社福寿堂秀信

不二食品株式会社

不二製油株式会社

フジパン株式会社 枚方工場

株式会社蓬莱

株式会社ホテルグランヴィア大阪

株式会社本吉兆

株式会社米麦館タマヤ

前田産業株式会社

前田製菓株式会社

一般財団法人神戸マリナーズ厚生会

マリンフード株式会社

株式会社丸善食品

丸大食品株式会社

株式会社マルタマフーズ

株式会社丸福食品

医療法人美喜和会

株式会社Mizkan 大阪工場

ミツヤ食品工業株式会社

山崎製パン株式会社 大阪第一工場

山崎製パン株式会社 大阪第二工場

山崎製パン株式会社 阪南工場

リボン食品株式会社

株式会社ロイヤルホテル

株式会社　日本食品エコロジー研究所

学校法人　三幸学園

※個人会員の方は、お名前は記載しておりません。
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「「てて」」ああららいい

ゆびのあいだをあらう おやゆびと
そのつけねをあらう

てくびをあらう

ゆびさきをあらう

みずであらいながす
（①～⑦を2回くりかえす）

しょうどくする
ペーパータオルなどで
てをふく

（公社）大阪食品衛生協会©〈改編禁止〉202412

みずでてをぬらし、石けんをつけ、
てのひらをすりあわせる てのこうをあらう

Wet your hands with water and apply soap. Scrub 
your hands by rubbing your palms together. 

淋湿双手，取适量肥皂， 掌心对掌心均匀涂抹和搓揉。

Scrub between your fingers.

双手的手指间也要互相搓揉。

Scrub the back of your hand using 
the palm of your other hand. 

用另一只手的掌心搓揉手背。

Use the palm of your other hand to 
scrub your thumb. 

将拇指放在另一只手的掌中搓揉。

Scrub your fingertips, too.

指尖也要充分搓洗。

Scrub your wrist last.

最后清洗手腕。
Rinse your hands well under clean, running 
water. (Repeat steps ① to ⑦ 2 times.）

用清水彻底冲走泡沫。 （重复步骤①～⑦两次）

Dry your hands using a clean towel.

用纸巾等擦干双手。

소독용알코올을뿌려손가락에잘바릅니다.

Sử dụng cồn sát khuẩn xoa đều lên các ngón tay. 

손에물을적시고, 비누칠을하고, 
손바닥을마주대고문지릅니다.

Làm ướt tay bằng nước, thoa xà phòng 
và chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

양손가락사이를
문지릅니다.

Chà và miết mạnh
các ngón tay vào
các kẽ ngón tay. 

손등을다른손바닥으로
문지릅니다.

Chà lòng bàn tay này lên
mu bàn tay kia

엄지손가락은 다른
손바닥으로문질러
씻습니다.

Xoa ngón tay cái của tay
này vào lòng bàn tay kia

손끝을
문질러
씻습니다. 

Chà và rửa
sạch đầu
ngón tay

마지막으로
손목을씻습니다.

Cuối cùng, rửa
sạch cổ tay

충분히물로씻어냅니다. (①〜⑦을 2회
반복합니다) 

Rửa lại bằng nước (Lặp lại 2 lần bước ① đến ⑦).

종이타월등으로물기를 잘
닦아냅니다.

Lau tay bằng khăn giấy.

Spray some alcohol-based hand sanitizer and rub it 
into your hands and fingers well. 

在手上倒少量的酒精消毒液， 揉搓手指。

①① ②②

③③ ④④ ⑤⑤

⑥⑥ ⑦⑦

⑧⑧ ⑨⑨

安全と安心の食生活を目指して！
（音声啓発）♪




